
 

 

伊丹市障害者地域活動支援センター事業費補助金交付要綱（平成３０年４月制定） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，伊丹市障害者地域活動支援センター事業実施要綱（以下「事業

実施要綱」という。）第１３条の規定に基づき，予算の範囲内において，地域活動支

援センター事業の経費の一部を補助することに関し，必要な事項を定める。 

（補助対象事業者） 

第２条 補助の対象となる事業者は，事業実施要綱第６条第２項の規定により，市長

があらかじめ指定登録した者又は同条第３項の規定により指定登録を受けた者とみ

なされた者（以下「指定事業者」という。）とする。 

（補助対象経費） 

第３条 補助の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は，事業者が行う地域活

動支援センター事業の運営に要する経費のうち，別表に掲げるものとする。 

（補助金の交付額） 

第４条 補助金の額は，別表に掲げる対象経費と同表に掲げる基準額とを比較して少

ない方の額とする。 

２ 前項の規定により算定した額に１，０００円未満の端数が生じた場合は，その端

数を切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする指定事業者は，伊丹市地域活動支援センター事

業費補助金交付申請書（様式第１号）に地域活動支援センター事業計画書，収支予算

書抄本，その他市長が必要と認める書類を添えて，別に定める日までに市長に提出し

なければならない。 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は，交付申請を受けた場合は，その内容を審査し，必要に応じて実施調査

を行うなど内容について検討したうえ，速やかに補助の適否を決定し，伊丹市地域活

動支援センター事業費補助金交付決定通知書（様式第２号）により指定事業者に通知

するものとする。 

２ 市長は，前項の規定による補助金の交付決定にあたり，必要な条件を付すことがで

きる。 

（補助金の変更交付申請） 

第７条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者（以下「補助事業者」とい

う。）が，通知された金額の変更を受けようとするときは、伊丹市地域活動支援セン

ター事業費補助金変更交付申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

 

（補助金の変更交付決定） 



 

 

第８条 市長は，変更交付申請を受けた場合は，その内容を審査し，必要に応じて実施

調査を行うなど内容について検討したうえ，速やかに補助金額の変更の適否を決定し，

伊丹市地域活動支援センター事業費補助金交付決定通知書（様式第２号）により指定

事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付等） 

第９条 補助金の交付決定を受けた指定事業者は，事業の利用実績があった月の翌月１

０日（当該利用実績があった月が交付決定日の属する月前であるときは，交付決定日

の属する月の翌月１０日）までに，伊丹市障害者地域活動支援センター事業費補助金

請求書（様式第５号）に伊丹市障害者地域活動支援センター事業利用実績記録票（様

式第６号）を添えて，市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の伊丹市障害者地域活動支援センター事業費補助金請求書の提出があ

ったときは，当該請求があった日の属する月の翌月末日までに指定事業者に補助金を

交付するものとする。 

（事業の遂行） 

第１０条 指定事業者は，補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従い，

補助金を他の用途に使用してはならない。 

（実績報告） 

第１１条 指定事業者は，年度終了後（年度の途中で事業を終了した場合は当該終了

後）１か月以内に伊丹市地域活動支援センター事業費補助金実績報告書（様式第７

号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の返還） 

第１２条 指定事業者は，前条の実績報告書により報告した補助金の実績額が，既に

交付した当該年度の補助金交付額を下回る場合，その差額を市長が指示する期限ま

でに返還しなければならない。 

（交付決定の取り消し等） 

第１３条 市長は，指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，交

付決定の全部又は一部を取り消し，すでに交付した補助金の全部又は一部を返還さ

せることができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金を目的外の用途に使用したとき。 

(3) その他，この要綱に違反したとき。 

（帳簿等の整備） 

第１４条 指定事業者は当該事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え，

かつ当該収入及び支出についての証拠書類を整理し，当該事業終了後５年間保存し

なければならない。 

（調査） 



 

 

第１５条 市長は，必要があると認めたときは，指定事業者に対し，報告を求め，又

は職員に調査を行わせることができる。 

（細則） 

第１６条 この要綱の施行に際し，必要な事項は別に定める。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の第９条の規定は，平成３０年４月１日以降に行われた事業に基づく補

助金の交付について適用し，この要綱の施行前に，改正前の伊丹市地域支援事業実

施要綱（平成１８年１０月１日制定）の別記３の規定により行われた事業に基づく

補助金の交付は，なお従前の例による。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は，令和５年４月１日から施行する。 

 （伊丹市障害者地域活動支援センター事業費補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措

置） 

２ この要綱による改正後の伊丹市障害者地域活動支援センター事業費補助金交付要

綱第９条，別表及び様式第７号の規定は，令和５年度分の伊丹市障害者地域活動支援

センター事業費補助金から適用し，令和４年度分の伊丹市障害者地域活動支援センタ

ー事業費補助金については，なお従前の例による。 

  付 則 

 この要綱は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

別表 

 対象経費 基準額 

基 

本 

運 

営 

費 

補 

助 

次に掲げる経費の実支出額

（当該事業に係る寄附金その

他の収入があるときは，その

寄附金その他の収入額を控除

した額） 

×本市在住者月利用延人員／

月利用延人員 

 

次の１～３により算出された額の合計額×（本

市在住者月利用延人員／月利用延人員）に４に

より算出された額を加えた額 

ただし、市内に設置された地域活動支援センタ

ーにおいては，次の１～３により算出された額

の合計額×（本市在住者月利用延人員／月利用

延人員）に４及び５により算出された額を加え

た額 



 

 

【経費】 

指導員の人件費（報酬，報償

費，給料職員手当等，社会保

険料，賃金），旅費，需用費

（消耗品費，印刷製本費，指

導用材料費，燃料費，光熱水

費，修繕費，医薬材料費

等），役務費（通信運搬費

等），使用料（建物賃借料

等，駐車場使用料等。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 事務費 A 

80,000 円×開設月数 

２． 事務費 B 

 205,262 円×実指導員数（常勤換算）×開設  

  月数 

ただし，以下の上限を設ける。 

(イ)平均利用在籍人員が 5 人以上 8 人未満の場

合は指導員数 1 人が上限 

(ロ)平均利用在籍人員が 8 人以上 16 人未満の

場合は指導員数 2 人が上限 

(ハ)平均利用在籍人員が 16 人以上の場合は指

導員数 3 人が上限 

３．事業費 

 12,495 円×月利用延人員 

４．本市在住者の交通費加算利用者の交通費 

 月額のうち 8,000 円を超過する額の 1／2 

５．借上費補助（地域活動支援センター事業に

直接使用する建物，敷地の賃借料） 

 60,000 円×開設月数 

（市内に設置する地域活動支援センターに限

る。なお，市内在住者の平均利用在籍人員が 5

人未満の場合は 60,000 円に本市在住者の月利

用延人員を乗じて得た額を月利用延人員で除し

て得た額に開設月数を乗じて得た額とする。） 

備考 

※１ この表における「本市在住者」とは，伊丹市地域生活支援事業実施要綱第４条に規定

する者をいう。 

※２ この表における「月利用延人員」とは，各月の利用人員を合計した数（延数）をいい，

「各月の利用人員」とは，当該月において利用のあった者のうち，年間の利用日数を利

用のあった月数で除して得た数が 5 以上である者いう。 

※３ この表における「開設月数」とは，事業実施要綱第５条第１号アからウまでに定める

要件を満たして地域活動支援センター事業を行った月数をいう。 

※４ この表における「平均利用在籍人員」とは，月利用延人員を開設月数で除して得た数

をいう。 

※５ 利用者に対するより効果的な支援を行うため，他の支援制度等を併用する場合は，週

当たりの利用日数等に応じて按分し，月利用延人員として算入することができる。 



 

 

＜例＞週 2 日の利用→2／5（0.4 人）を月利用人員に加算 

※６ 職員の常勤換算については，月 135 時間以上勤務している職員を 1 とし，勤務時間

に応じて換算する。小数点以下の端数がある場合は小数点第 3 位を切り捨てる。 

   （1 日 6 時間×週 5 日開所＝週 30 時間，週 30 時間×4.5＝月 135 時間） 

 

別紙１ 歳出科目一覧 

項  目 具 体 的 内 容 

＜補助対象経費＞ 

報 酬 ・ 給 料 等 
指導員（原則として常勤であり，週５日以上 以下同様）・パート等に

支払う基本給料，賃金を含む（利用者に対するものは除く。） 

諸 手 当 等 指導員・パート等の基本給料以外の職員手当，ボーナス，その他手当 

通 勤 手 当 指導員・パート等の通勤手当 

社 会 保 険 料 
法令に基づいて法人等が負担する健康保険料・厚生年金保険料・雇用

保険料等の費用 

報 償 費 役務の提供に対する謝礼 

旅  費 指導員・パート等の出張旅費 

消 耗 品 費 
短期間又は一度の使用によって消費されるもの，き損しやすいもの，

長期間の保存にたえないもの（例：文具類，蛍光灯等） 

印 刷 製 本 費 新聞雑誌、帳票等の印刷製本費（コピー機借上料はその他使用料） 

指 導 用 材 料 費 軽作業等の指導用教材・画材等の購入費 

燃 料 費 車両用燃料，暖房用燃料等 

光 熱 水 費 電気･ガス・水道料金 

修 繕 費 施設の小修繕，設備（機械器具・車両等）の補修費 

医 療 材 料 費 常備薬品代 

そ の 他 需 用 費 自動車維持費（車検料・自動車税） 

役 務 費 
郵送料（切手・はがき），電話等の通信運搬に要する費用，傷害保険， 

火災保険等 



 

 

家 賃 ・ 地 代 等 建物等に必要な賃借料（駐車場使用料は除く。） 

そ の 他 使 用 料 
車両借上料，駐車場使用料，入園料，有料道路使用料，コピー機リー

ス代 

＜補助対象外経費＞ 

販 売 用 材 料 製品製造等の材料 

備 品 費 
取得単価が１万円以上で，その性質形状を変えることなく，比較的長

く使用し，かつ保存できる物品＝備品の購入費 

支 払 い 工 賃 利用者への工賃 

※補助対象経費に計上できる費用は地域活動支援センター事業にかかる費用のみとす

る。運営法人の事業に必要な経費は補助対象外。 

（例）運営法人の会計事務にかかる税理士報酬等。 

   運営法人の理事長等の役員報酬等。 


